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の
特
殊
な
要
求
は
あ
っ
た
も
の
の
、
工
芸
の
特
徴
は
民
間
の
制
作
と
全
く

区
別
が
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
今
ま
で
の
誤

解
を
分
析
し
、
唐
か
ら
五
代
十
国
時
代
の
琴
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
を
十

七
床
定
め
た
。
次
に
、
文
献
と
現
存
す
る
楽
器
に
基
づ
い
て
、
盛
唐
、
中

唐
、
晩
唐
の
標
準
的
な
器
を
確
定
し
、
並
び
に
現
存
す
る
唐
琴
を
こ
の
異

な
る
三
つ
の
時
期
に
分
類
し
た
。
最
後
に
、
唐
琴
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の

を
雷
氏
の
制
作
と
雷
氏
で
な
い
人
の
制
作
に
区
分
し
た
。

　

宋
の
琴
に
関
し
て
重
要
な
の
は
、
唐
代
と
違
っ
て
、
宋
代
に
は
「
官
琴

局
」
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
た
め
「
官
琴
」
と
「
野
斵
」
の
二
つ
の
工
芸
の

伝
統
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
進

　

古
琴
の
時
代
区
分
は
、
鄭
珉
中
先
生
の
研
究
に
よ
っ
て
、
体
系
上
か
ら

は
既
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
鄭
先
生
の
多

く
の
論
文
は
、
各
方
面
に
及
ん
で
い
る
。
あ
る
時
代
に
つ
い
て
綱
領
的
な

論
述
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
主
に
二
篇
あ
り
、
一
篇
は
一
九
八
五
年

の
『
論
唐
琴
的
特
点
及
真
偽
問
題
（
唐
代
の
琴
の
特
徴
、
及
び
真
偽
の
問

題
に
つ
い
て
論
ず
）』、
も
う
一
篇
は
一
九
九
〇
年
の
『
両
宋
古
琴
浅
析

（
両
宋
の
古
琴
に
つ
い
て
の
拙
論
）』
で
あ
る（

1
）。

　

鄭
先
生
の
論
述
の
筋
を
大
ま
か
に
言
え
ば
、
唐
代
の
琴
に
関
し
て
は
こ

う
な
る
。
ま
ず
、
唐
代
の
宮
廷
に
は
専
門
の
琴
職
人
が
お
ら
ず
、
改
元
時

期
に
民
間
か
ら
臨
時
に
招
集
し
た
た
め
、
宮
廷
の
琴
の
制
作
に
は
体
制
上

特
集
　
韓
国
文
化
の
芸
術
的
な
想
像
力
と
深
層
世
界

元
代
の
古
琴
は
二
つ
の
時
期
に
分
け
る
べ
き
こ
と
、
な
ら
び
に

「
元
琴
」
は
時
代
概
念
と
し
て
成
立
し
な
い
こ
と
を
論
ず
（
上
）

王
風

柏
木
万
里
・
郡
司
祐
弥
・
鈴
木
将
久
訳
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っ
て
、
よ
う
や
く
わ
ず
か
に
記
述
が
あ
る
。
主
に
趙
希
鵠
『
洞
天
清
禄

集
』
と
周
密
『
雲
煙
過
眼
録
』
の
二
書
に
み
え
、『
両
宋
古
今
浅
析
』
に

い
ず
れ
も
引
用
が
あ
る
。
本
文
の
議
論
は
、
こ
こ
か
ら
元
代
ま
で
延
長
さ

せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
再
び
整
理
し
て
お
こ
う
。

『
洞
天
清
禄
集
』
は
、
文
房
具
や
供
物
に
つ
い
て
論
じ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

筆
記
で
あ
る
。
作
者
の
見
聞
は
広
く
、
ま
た
判
断
が
優
れ
て
い
る
。『
四

庫
全
書
総
目
提
要
』
は
、「
大
抵
の
源
流
を
洞
察
し
、
辨
析
は
精
審
な
り
」

と
称
賛
し
て
い
る

―
『
提
要
』
は
、
書
名
を
誤
っ
て
『
洞
天
清
録
』
と

し
て
は
い
る
け
れ
ど
も（

2
）。
そ
れ
は
広
く
古
琴
、
古
硯
、
古
鍾
鼎
彝
器
、

怪
石
、
研
屛
、
筆
格
、
水
滴
、
古
翰
墨
真
蹟
、
古
今
石
刻
、
古
画
な
ど
、

十
類
に
及
ぶ
。「
古
琴
論
」
は
冒
頭
に
あ
る
も
の
で
、
そ
の
中
の
一
条
で
、

当
時
の
制
作
の
雰
囲
気
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

古
琴
は
惟
だ
夫
子
・
列
子
の
二
様
な
り
…
…
而
し
て
夫
子
・
列
子
の
様

は
、
亦
た
皆
肩
は
垂
に
し
て
広
、
今
の
聳
に
し
て
狭
の
如
く
あ
ら
ざ
る

な
り（

3
）。

　

い
わ
ゆ
る
「
聳
に
し
て
狭
」
と
は
、
現
存
す
る
楽
器
で
は
、
故
宮
の
所

蔵
す
る
「
海
月
清
輝
」
の
仲
尼
式
の
琴
を
典
型
と
す
る（

4
）。
肩
が
上
に
あ

が
っ
て
い
る
た
め
「
聳
」
で
、
器
の
全
体
が
「
狭
」
に
な
る
の
で
あ
り
、

二
つ
は
実
は
因
果
関
係
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
鄭
先
生
が
言

ん
で
、「
官
琴
」
を
北
宋
早
期
、
北
宋
晩
期
、
南
宋
早
期
の
三
種
類
に
分

け
た
。「
野
斵
」
に
は
北
宋
早
期
、
北
宋
晩
期
、
南
宋
早
期
の
二
種
、
南

宋
後
期
の
一
種
の
五
種
類
が
あ
る
。

　

こ
こ
十
数
年
、
筆
者
は
鄭
先
生
の
門
下
で
琴
を
学
ん
で
い
る
。
数
回
建

議
を
し
て
、
先
生
に
元
明
以
降
の
琴
に
つ
い
て
概
論
と
な
る
文
章
を
書
い

て
も
ら
い
、
シ
リ
ー
ズ
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
先
生
は
い
つ
も
気
ま

ま
に
答
え
る
ば
か
り
で
、
実
際
は
あ
ま
り
興
味
が
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
先

生
の
考
え
を
推
し
は
か
れ
ば
、
唐
代
と
宋
代
の
琴
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の

だ
か
ら
、
そ
の
ほ
か
の
問
題
は
お
の
ず
と
流
れ
に
沿
っ
て
で
き
る
は
ず
で
、

自
ら
論
じ
る
ま
で
も
な
い
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
現
在
、
先
生
は
す
で
に

ご
高
齢
で
あ
り
、
筆
者
は
関
連
資
料
を
蓄
積
し
た
た
め
、
先
生
の
宋
琴
の

論
述
の
後
を
継
ぎ
、
ひ
と
ま
ず
元
代
の
琴
を
分
類
し
て
み
た
い
。

『
洞
天
清
禄
集
』
と
『
雲
煙
過
眼
録
』
に
み
え
る
、 

　
南
宋
の
古
琴
に
対
す
る
記
録

　

鄭
珉
中
先
生
は
南
宋
の
「
野
斵
」
に
つ
い
て
論
じ
、「
南
宋
早
期
の
形

態
が
厚
く
て
重
い
作
」、「
南
宋
早
期
の
体
が
薄
く
軽
い
琴
」、「
南
宋
後
期

の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
琴
」
に
区
別
し
た
。
故
宮
の
南
宋
の
琴
の
収
蔵
は

と
て
も
豊
富
で
、
こ
の
三
種
の
琴
は
、
い
ず
れ
も
典
型
と
な
る
実
物
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
文
献
の
証
拠
に
つ
い
て
は
、
宋
と
元
の
交
代
期
に
な
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は
、
寧
宗
の
年
号
で
あ
り
、
お
よ
そ
六
年
間
（
一
一
九
五
―
一
二
〇
〇
）

で
あ
る
。
ま
た
「
御
府
珍
蔵
」
を
論
じ
る
な
か
で
、「
淳
祐
壬
寅
、
臨
安

客
舍
に
於
い
て
永
嘉
一
士
人
藏
一
帖
を
見
る
」
と
述
べ
て
い
て（

6
）、
こ
れ

は
淳
祐
二
年
（
一
二
四
二
）
の
こ
と
で
あ
る
。
他
に
も
、
趙
希
鵠
の
作

『
朱
太
守
廟
碑
』
に
は
、
末
に
「
淳
祐
甲
辰
二
月
初
吉
記
」
と
付
さ
れ
て

お
り（

7
）、
こ
れ
は
淳
祐
四
年
（
一
二
四
四
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

年
代
に
は
少
な
く
と
も
四
五
年
（
一
二
〇
〇
―
一
二
四
四
）
の
期
間
が
あ

り
、
こ
こ
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
生
き
て
い
た
期
間
の
前
後
の
幅
は
限
ら
れ

る
。「
長
沙
を
官
守
す
」
の
「
官
守
」
は
、
官
員
の
職
位
を
指
す
。
地
方

志
と
家
系
図
の
資
料
か
ら
考
え
る
と
、
趙
希
鵠
が
就
い
た
の
は
い
ず
れ
も

低
級
官
職
で
あ
る
。「
慶
元
の
間
」
は
現
在
確
認
さ
れ
る
最
も
早
い
年
号

で
、
そ
の
時
は
ま
だ
若
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
仮
に
最
大
限
度
ま
で
見
積

も
っ
た
と
し
て
、
も
し
趙
希
鵠
が
慶
元
六
年
（
一
二
〇
〇
）
に
二
五
歳
で

あ
れ
ば
、
淳
祐
四
年
（
一
二
四
四
）
に
は
す
で
に
七
〇
歳
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
理
宗
の
年
号
で
、
淳
祐
が
十
二
年
、
そ
の
後
に
宝
祐
が
六

年
で
あ
る
。
も
し
彼
が
ま
だ
生
き
て
い
れ
ば
、
八
五
歳
近
く
に
な
る
。
要

す
る
に
、『
洞
天
清
禄
集
』
が
成
立
し
た
の
は
、
や
は
り
淳
祐
年
間
で
あ

る
可
能
性
が
最
も
高
く
、
宋
が
滅
亡
す
る
ま
で
三
〇
年
前
後
で
あ
る（

8
）。

『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
の
范
成
大
「
范
村
梅
譜
」
の
箇
所
で
は
、「
嘉
熙

淳
祐
に
至
り
、
趙
希
鵠
は
『
洞
天
清
錄
』
を
作
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
通

り
で
あ
る（

9
）。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
今
の
聳
に
し
て
狹
の
ご
と
く
に

う
と
こ
ろ
の
「
南
宋
後
期
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
琴
」
で
あ
る
。

　

し
か
し
、『
洞
天
清
禄
集
』
が
作
ら
れ
た
年
代
は
、
考
証
に
よ
れ
ば
、

大
ま
か
に
し
か
分
か
ら
な
い
。
作
者
の
趙
希
鵠
は
、
こ
の
本
の
他
に
全
く

記
載
が
な
く
、
そ
の
生
卒
年
は
さ
ら
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。『
四
庫

全
書
総
目
提
要
』
に
こ
う
あ
る
。

希
鵠
本
宗
室
子
は
、『
宋
史
』
世
系
表
は
其
の
名
を
燕
王
德
昭
房
下
に

列
ね
、
蓋
し
太
祖
の
後
、
始
末
は
則
ち
考
す
る
べ
か
ら
ず
。
書
中
に
據

れ
ば
、
嘉
熙
庚
子
、
嶺
右
よ
り
宜
春
に
回
至
す
の
語
有
り
，
則
ち
家
は

袁
州
に
あ
る
者
な
り（

5
）。

「
嘉
熙
庚
子
」
は
理
宗
の
嘉
熙
四
年
（
一
二
四
〇
）
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
後
に
こ
の
本
が
で
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
資
料
は
「
古
今
石
刻

辨
」
に
見
え
、「
楽
毅
論
」
に
つ
い
て
、「
余
は
嘉
熙
庚
子
に
，
嶺
右
よ
り

宜
春
に
回
至
す
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
資
料
一
つ
だ
け

で
は
、
本
が
で
き
た
年
の
下
限
は
断
定
で
き
な
い
。
も
し
、
趙
希
鵠
が
こ

の
と
き
若
け
れ
ば
、『
洞
天
清
禄
集
』
は
元
代
（
一
二
七
九
年
以
降
）
に

編
纂
さ
れ
た
可
能
性
さ
え
あ
る
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
本
を
見
た
四
庫
の
館
臣
は
大
変
迂
闊
で
あ
っ
た
。

お
な
じ
く
「
古
今
石
刻
辨
」
に
「
絳
州
法
帖
」
を
論
じ
た
別
の
一
条
が
あ

り
、「
慶
元
の
間
、
予
は
長
沙
を
官
守
す
」
と
述
べ
て
い
る
。「
慶
元
」
と
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あ
る
。
そ
の
成
書
年
代
の
判
断
は
難
し
く
な
い
。
書
中
の
題
の
「
宋
秘
書

省
所
蔵
」
に
あ
る
「
宋
秘
書
省
」
と
い
う
言
葉
か
ら
す
れ
ば（

12
）、
元
に
な

っ
た
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
に

「
収
蔵
の
人
と
記
す
所
を
観
れ
ば
、
蓋
し
元
に
入
り
て
後
に
作
る
所
の
も

の
な
り
」
と
あ
る
が（

13
）、
こ
れ
は
当
然
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
明

確
に
成
書
年
代
を
推
定
す
る
と
、
夏
承
燾
『
周
草
窓
年
譜
』
の
「
元
の
成

宗
元
貞
元
年
乙
未
一
二
九
五
」
の
条
に
、「『
雲
煙
過
眼
錄
』
三
に
、「
趙
孟

頫
は
乙
未
に
燕
よ
り
回
り
，
収
め
る
所
を
出
す
」
二
十
餘
條
と
有
り
…
…
」

と
あ
る（

14
）。
原
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
全
文
は
、「
趙
子
昂
孟
頫
は
乙
未
に

燕
よ
り
回
り
書
畫
古
物
を
収
め
る
書
を
出
す
」
で
あ
り
、
四
一
、
二
条
の

記
述
が
あ
る（

15
）。
実
は
こ
の
前
の
「
崔
中
丞
彧
所
蔵
」
の
と
こ
ろ
で
「
丙

申
四
月
」
と
出
て
く
る
が（

16
）、
そ
れ
は
翌
年
の
元
貞
二
年
（
一
二
九
六
）

で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
二
年
後
に
、
周
密
は
こ
の
世
を
去
っ
た
。

　

こ
の
書
は
家
蔵
の
も
の
に
よ
っ
て
条
目
を
な
し
た
が
、
し
ば
し
ば
他
の

家
の
所
蔵
を
交
じ
ら
せ
、
混
乱
し
た
印
象
を
与
え
る
。
周
密
が
亡
く
な
っ

た
と
き
に
は
ま
だ
定
稿
が
な
く
、
後
の
人
が
前
後
を
編
集
し
た
の
で
、
元

の
形
は
も
う
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
の
本
の
琴

器
の
記
録
で
は
、「
趙
徳
潤
蔵
」
の
条
に
始
ま
り
、
高
彦
敬
の
蔵
品
に
つ

い
て
記
し
て
い
る
。
続
い
て
「
廉
御
史
廷
臣
所
蔵
」
か
ら
「
廉
端
甫
所

蔵
」
の
条
に
な
る
。
多
く
の
家
の
収
蔵
を
記
録
し
た
ほ
か
、「
古
今
琴
職

人
名
手
」
と
、「
南
北
名
琴
」
に
特
に
付
し
て
い
る（

17
）。「
古
今
琴
職
人
名

あ
ら
ず
」
の
「
今
」
と
は
、
お
よ
そ
寧
宗
朝
か
ら
理
宗
朝
の
前
期
に
至
る

ま
で
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
鄭
先
生
は
「
い
わ
ゆ
る
「
今
」
と
は
す
な
わ
ち

南
宋
後
期
で
あ
り
、
そ
の
滅
亡
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
時
期
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
が（

10
）、
こ
の
判
断
は
極
め
て
正
確
な
も
の
で
あ
る
。

　

両
宋
に
残
さ
れ
た
資
料
で
、
唐
琴
に
言
及
し
て
い
る
も
の
は
数
多
い
が
、

宋
琴
に
言
及
し
て
い
る
も
の
は
極
め
て
珍
し
い
。
思
う
に
宋
代
の
人
は
唐

琴
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、
事
あ
る
ご
と
に
唐
の
楽
器
を
誇
示
し
て
い
た
。

『
洞
天
清
禄
集
』
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
宋
代
の
人
に
言
及
し
て
い
る
が
、

「
范
連
州
」
と
呼
ば
れ
る
者
が
、
小
木
を
裁
っ
て
百
衲
琴
を
作
り
上
げ
た

こ
と
を
諷
刺
す
る
に
す
ぎ
な
い（

11
）。
宋
代
の
琴
職
人
を
系
統
的
に
記
録
し

た
も
の
は
、
周
密
の
『
雲
煙
過
眼
録
』
が
始
め
で
あ
る
が
、
そ
の
時
に
は

す
で
に
元
代
に
な
っ
て
い
た
。

　

周
密
は
宋
か
ら
元
に
か
け
て
の
人
で
、
紹
定
五
年
（
一
二
三
二
）
に
杭

州
で
生
ま
れ
、
成
年
後
は
故
郷
を
出
て
官
に
就
い
た
。
宋
が
滅
亡
し
た
時

に
は
四
八
歳
で
あ
り
、
元
朝
に
仕
え
ず
、
杭
州
に
帰
っ
て
定
住
し
、
そ
こ

か
ら
ま
た
二
〇
年
生
き
、
大
徳
二
年
（
一
二
九
八
）
に
世
を
去
っ
た
。
彼

は
詞
人
と
し
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
生
涯
残
し
た

著
作
は
多
岐
に
わ
た
る
。
理
宗
の
晩
期
に
、
当
時
の
詞
壇
お
よ
び
琴
壇
の

リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
楊
纘
に
学
ん
で
お
り
、
そ
の
た
め
琴
に
関
し
て
十
分

理
解
し
て
い
た
。

『
雲
煙
過
眼
録
』
は
周
密
が
生
涯
に
見
聞
し
た
古
物
に
関
し
て
の
記
録
で
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り
。

陳
亨
道
は
高
宗
朝
の
ひ
と
、
琴
は
厚
に
し
て
古
な
り
。

　

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
金
淵
、
金
公
路
、
陳
亨
道
は
、
順
序
は
前
後
す
る

か
も
し
れ
な
い
が
，
高
宗
朝
の
人
で
あ
る
。
鄭
珉
中
先
生
は
、「
南
宋
早

期
の
形
態
が
厚
く
て
重
い
作
」、「
南
宋
早
期
の
体
が
薄
く
軽
い
琴
」
と
論

じ
た
が
、
そ
の
根
拠
と
な
る
文
献
は
、
こ
こ
で
い
う
金
公
路
の
「
琴
は
薄

に
し
て
清
」
と
陳
亨
道
の
「
琴
は
厚
に
し
て
古
」
で
あ
っ
た
。「
南
宋
後

期
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
琴
」
の
根
拠
と
な
る
文
献
は
、
趙
希
鵠
の
「
今

の
聳
に
し
て
狹
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
の
ス
タ
イ
ル
は
、
故

宮
に
所
蔵
さ
れ
る
南
宋
の
琴
器
が
証
明
し
て
い
る
。「
薄
」
で
あ
っ
た
り
、

「
厚
」
で
あ
っ
た
り
、「
聳
」
で
あ
っ
た
り
し
た
こ
と
か
ら
、
南
宋
の
琴
作

り
が
「
家
法
」
の
衰
退
の
時
期
で
あ
っ
た
と
分
か
る
。
説
明
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
が
、「
薄
に
し
て
清
」
と
「
厚
に
し
て
古
」
は
、
南
宋
前
期
に

だ
け
存
在
し
て
後
期
に
消
失
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
頃
か
ら
二
種
類

の
ス
タ
イ
ル
の
琴
が
出
現
し
始
め
、
後
に
ま
で
続
い
て
、
新
し
く
出
現
し

た
「
聳
に
し
て
狹
」
の
琴
と
、
一
時
は
共
存
し
た
。

　

南
宋
の
「
野
斵
」
の
真
款
の
あ
る
楽
器
で
、
確
認
で
き
る
の
は
故
宮
蔵

の
仲
尼
式
の
琴
「
玉
壺
冰
」
で
あ
る
。
腹
に
は
左
右
に
分
け
て
「
宋
紹
興

二
年
、
公
路
金
達
製
」
と
楷
書
の
款
が
あ
る（

18
）。
以
前
は
「
公
路
金
遠

製
」
と
記
録
し
て
い
た
が
、
鄭
珉
中
先
生
が
あ
ら
た
め
て
琴
の
腹
を
精
査

手
」
は
、
彼
が
見
聞
し
た
歴
代
の
琴
職
人
を
記
録
し
て
い
る
。
現
在
、
数

段
に
分
け
て
整
理
す
る
と
こ
う
な
る
。

唐
代　

雷
霄
、
雷
威
、
雷
珏
、
郭
亮
は
、
皆
蜀
の
人
な
り
。

張
鉞
、
沈
鐐
は
、
皆
江
南
の
人
な
り
。

蔡
叡
、
僧
智
仁
、
衛
中
正
は
、
慶
厯
中
の
人
な
り
。

朱
仁
濟
、
馬
希
亮
、
馬
希
仁
は
、
崇
寧
中
の
人
な
り
。

　

前
の
二
行
は
唐
の
人
で
あ
り
、
こ
こ
で
つ
ぶ
さ
に
は
論
じ
な
い
。
後
の

二
行
は
北
宋
前
後
期
の
琴
職
人
で
、
衛
中
正
、
馬
希
亮
は
廉
端
甫
所
蔵
の

「
雙
響
」
の
腹
款
に
名
が
み
え
る
。
馬
希
仁
は
喬
仲
山
所
蔵
の
「
冰
清
」

の
腹
款
に
名
が
み
え
る
。
僧
智
仁
は
鮮
于
伯
機
藏
の
琴
の
腹
款
に
名
が
み

え
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
周
密
が
実
際
に
付
き
合
っ
た
も
の
で
、『
雲

煙
過
眼
錄
』
の
「
廉
端
甫
所
蔵
」
の
条
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
蔡
叡
、
朱

仁
濟
に
つ
い
て
は
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
の
他

の
記
載
を
も
と
に
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
北
宋
の
琴
職
人

の
製
作
は
、
現
存
し
て
い
る
も
の
で
は
、
馬
希
仁
の
真
款
の
あ
る
琴
が
一

床
あ
る
。

金
淵
は
汴
の
人
、
紹
興
初
の
人
な
り
。

金
公
路
、
所
謂
金
道
な
る
者
は
、
琴
は
薄
に
し
て
清
、
紹
興
初
の
人
な
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方
「
達
」
を
擬
し
て
書
く
と
﹇dat

﹈
で
、
入
声
で
あ
る
。
現
在
の
杭
州

の
発
音
に
照
ら
し
て
も
、
や
は
り
こ
の
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

こ
の
二
つ
の
字
は
、
発
音
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
主
母
音
と
子
音
が

一
致
し
て
お
り
、
互
い
に
音
が
似
て
い
て
誤
る
可
能
性
が
あ
っ
た（

19
）。

　

琴
器
の
腹
款
は
、
琴
職
人
が
自
ら
の
手
で
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
誤
る

は
ず
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
款
は
後
の
人
が
偽
造
し
た
こ
と
も
あ
り
え
な

い
。
も
し
偽
造
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
『
雲
煙
過
眼
録
』
の
通
り
に
書
き
写

さ
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

お
そ
ら
く
、
周
密
は
金
公
路
の
名
前
を
聞
い
た

こ
と
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
そ
の
意
味
か
ら
「
金
道
」
と
書
い
た
の
だ
ろ
う
。

ゆ
え
に
、
考
証
の
結
果
、
楽
器
を
根
拠
と
し
て
古
書
の
こ
の
部
分
を
訂
正

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

周
密
の
記
し
た
宋
元
交
代
時
期
の
琴
職
人

近
世
に
厳
樽
あ
り
て
古
清
の
祖
な
り
。

馬
大
夫
は
癸
辛
街
に
向
か
い
て
居
す
る
。

梅
四
官
人
は
古
清
の
妻
父
な
り
。

龔
老
応
奉
。

林
杲
東
卿
は
石
橋
の
父
な
り
。

林
石
橋
云
わ
く

：

近
世
の
琴
の
有
名
な
る
は
、
趙
都
丞
の
大
雅
、
黄
玉

し
、
実
際
に
は
「
金
達
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
腹
款

が
深
く
、「
遠
」
と
「
達
」
の
形
が
似
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「
紹
興
二
年
」
の
款
と
、
周
密
が
記
し
て
い
る
「
紹
興
初
の
人
」
と
は
完

全
に
合
致
し
て
い
る
。
た
だ
、「
金
公
路
、
所
謂
金
道
な
る
者
」
と
、「
公

路
金
達
」
に
は
、「
道
」
と
「
達
」
の
違
い
が
あ
る
。「
金
公
路
」
の
「
公

路
」
は
、
明
ら
か
に
「
字
」
で
あ
る
。
昔
の
人
の
「
名
」
と
「
字
」
は
、

意
味
が
互
い
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
。『
説
文
解
字
』
で
は
「
路
」
は

「
道
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
お
り
、「
道
」
を
解
釈
し
て
「
一
達
す
る
を
道

と
謂
う
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
名
が
「
達
」
で
あ
っ
て
も
、「
道
」

で
あ
っ
て
も
、
字
が
「
公
路
」
に
な
る
の
は
問
題
な
い
。

　

周
密
が
「
金
公
路
，
所
謂
金
道
な
る
者
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

金
公
路
は
字
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
所
謂
金
道
な
る
者
」

に
「
所
謂
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
名
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
、

「
道
」
と
書
い
た
が
、
ど
の
漢
字
か
は
確
か
で
な
い
よ
う
で
あ
る
。
按
ず

る
に
、『
廣
韻
』
に
よ
る
と
「
道
」
は
徒
晧
切
で
あ
り
、「
達
」
は
唐
割
切

で
あ
る
。
二
つ
の
漢
字
の
子
音
は
一
致
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
全
濁
子
音

の
定
母
で
ｄ
と
発
音
す
る
。
し
か
し
母
音
と
声
調
は
異
な
っ
て
い
る
。

「
道
」
の
母
音
と
声
調
は
、
晧
韻
の
開
口
一
等
で
、
上
声
で
あ
る
。「
達
」

の
母
音
と
声
調
は
、
曷
韻
の
開
口
一
等
で
、
入
声
で
あ
る
。
二
つ
の
字
の

母
音
の
主
母
音
は
い
ず
れ
も
同
じ
く
ａ
で
あ
る
が
、
韻
尾
に
ｕ
と
ｔ
の
違

い
が
あ
る
。「
道
」
を
擬
し
て
書
く
と
﹇dau

﹈
で
、
上
声
で
あ
る
。
一



言語社会　第 12号　　224

精
敏
な
り
て
、
扁
の
輪
、
慶
の
鐻
の
若
く
、
所
謂
技
を
道
に
進
む
者
な

る
や
。
宋
の
内
臣
に
処
士
の
琴
を
以
て
上
進
す
る
者
あ
り
て
、
理
宗
之

を
官
に
欲
す
る
も
、
卒
に
辞
し
て
受
け
ず
。
自
ら
古
清
翁
と
号
し
、
寧
す
な
わ

ち
湖
山
の
間
に
落
魄
し
、
終
に
其
の
身
を
処
士
と
し
、
殆
ど
琴
に
隠
る

る
者
な
り
。
雷
氏
自
り
後
、
世
に
郭
諒
、
沈
鐐
、
張
鉞
と
称
す
は
、
率
お
お
む

ね
寥
寥
に
し
て
、
数
百
載
に
其
の
人
を
一
得
し
、
琴
の
事
豈
に
易
く
能

く
せ
ん
か
。
処
士
姓
は
厳
氏
、
諱
は
恭
、
字
は
子
安
な
り
。
其
れ
先
ず

洛
陽
に
家
し
、
靖
康
の
乱
落は
じ

む
れ
ば
、
南
来
し
て
湖
州
に
居
す
。
曽
大

父
振
、
武
功
の
大
夫
、
浙
西
路
に
閫し
き
いを
分
く
。
大
父
致
通
、
脩
職
郎
な

り
て
、
主
に
痕
州
瀏
陽
県
に
簿
す
。
父
庚
、
晦
德
を
以
て
終
わ
る
。
処

士
は
紹
定
辛
卯
九
月
二
十
二
日
に
生
ま
れ
、
至
大
戊
申
八
月
一
日
卒
す

る
も
、
寿
い
の
ち
な
がく
七
十
有
八
な
り
。
梅
氏
を
娶
る
。
男
与
敬
、
学
び
て
其

の
世
を
紹つ

ぎ
、
儒
先
を
用
い
て
薦
め
、
安
定
書
院
山
長
と
為
る
。
女
は

芽
山
書
院
山
長
劉
供
に
適
す
る
。
葬
す
る
に
皇
慶
□
年
月
日
を
用
い
る
。

墓
は
□
山
の
原
に
在
り
て
、
梅
氏
と
合
し
て
…
…（

21
）

　

文
中
の
二
つ
の
欠
字
は
原
本
で
も
欠
損
し
て
い
る
は
ず
で
、
こ
こ
に
、

こ
の
文
が
書
か
れ
た
時
に
ま
だ
古
清
は
埋
葬
さ
れ
て
お
ら
ず
、
出
棺
の
準

備
を
し
て
か
ら
四
年
あ
ま
り
が
経
っ
て
い
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
文
章
か
ら
、
厳
古
清
は
名
が
恭
、
字
が
子
安
、
号
が
古
清
翁
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
紹
定
辛
卯
に
生
ま
れ
、
至
大
戊
申
に
没
す
と
あ
る

軫
足
の
ご
と
し
。
又
た
は
松
雪
、
亦
た
は
蘭
坡
な
る
物
は
、
今
は
趙
子

昻
に
帰
す
。
趙
節
斎
の
浮
磬
、
樊
沢
上
氏
の
奔
雷（

20
）、
呉
沂
詠
斎
の
存

古
は
、
今
は
張
受
益
に
帰
す
。
張
佑
の
万
壑
松
。

　

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
七
名
（
厳
樽
、
厳
古
清
、
馬
大
夫
、
梅
四
官

人
、
龔
老
応
奉
、
林
杲
、
林
石
橋
）
は
、
周
密
に
よ
れ
ば
、
み
な
「
近

世
」
の
琴
職
人
で
あ
る
。「
古
清
の
祖
」「
古
清
の
妻
父
」「
石
橋
の
父
」、

さ
ら
に
「
林
石
橋
云
わ
く
」
と
い
う
書
き
ぶ
り
か
ら
、
周
密
は
古
清
、
石

橋
に
つ
い
て
良
く
知
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

彼
ら
の
中
で
も
、
厳
古
清
に
つ
い
て
は
完
全
な
伝
記
資
料
が
残
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
鄧
文
原
『
巴
西
文
集
』
に
あ
る
、
古
清
が
亡
く
な
っ
た
後

に
書
か
れ
た
「
銭
塘
厳
処
士
墓
碣
」
で
あ
る
。

始
め
余
処
士
を
識し

り
し
時
、
善
琴
を
以
て
江
湖
に
名
あ
る
者
な
り
て
、

皆
処
士
は
斲
琴
に
お
い
て
善
を
爲
す
と
言
う
。
処
士
は
性
坦
夷
な
り
て
、

然
れ
ど
も
頗
る
酒
を
嗜
み
、
酣
た
け
な
わ

極
ま
り
て
、
礼
を
執
る
に
益
ま
す
ま
す

謙
下
な

り
。
人
を
遇も
て
なす
に
少
長
賤
貴
無
く
、
必
ず
懇
悃
を
尽
く
し
、
崖
異
を
立

て
ず
、
而
し
て
人
雅は
な
はだ
之
を
敬
す
。
其
れ
斲
琴
は
世
の
習
い
と
雖
も
、

亦
た
天
巧
然
り
。
処
士
の
曽
大
父
、
宋
の
高
宗
に
事
へ
、
勇
略
を
以
て

顔
行
し
、
暇
な
れ
ば
則
ち
芸
事
を
攻
め
、『
班
経
』
一
巻
を
著
し
…
…

処
士
幼
く
し
て
其
の
家
の
業
を
知
り
、
它
の
技
に
事
え
ず
、
老
い
て
益
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降
の
最
初
の
世
代
の
琴
職
人
で
あ
り
、
周
密
の
「
近
世
」
は
こ
こ
か
ら
数

え
始
め
ら
れ
て
い
る
。
次
の
世
代
は
「
古
清
の
妻
父
」
で
あ
る
梅
四
官
人
、

そ
し
て
「
石
橋
の
父
」
で
あ
る
林
杲
東
卿
で
、
琴
職
人
と
し
て
の
生
活
は

お
そ
ら
く
元
代
に
は
至
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

元
の
陸
友
の
『
墨
史
』
に
は
、
宋
末
ま
で
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
の
「
已
上
の
二
十
七
人
は
竝
び
に
宋
末
の
名
手
な
り
」
の
中
に
、

「
林
杲
字
東
卿
」（23
）と
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
林
杲
は
琴
作
り
の
他
に
墨
を
作

っ
て
お
り
、
時
は
「
宋
末
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
周
密

『
武
林
旧
事
』「
諸
色
の
伎
芸
人
・
唱
賺
」
の
項
に
は
「
梅
四
」
と
あ
る（

24
）。

「
官
人
」
と
い
う
語
は
、
南
宋
期
に
は
す
で
に
市
井
の
人
へ
の
呼
称
と
し

て
広
く
使
わ
れ
て
い
た
。『
武
林
旧
事
』「
諸
色
の
伎
芸
人
」
に
は
あ
わ
せ

て
八
人
の
例
が
見
ら
れ
る（

25
）。
呉
自
牧
の
『
夢
梁
録
』「
妓
楽
」
で
は
二

人
見
ら
れ
、「
今
杭
城
に
老
成
し
て
能
く
唱
賺
す
る
者
」
と
さ
れ
て
い
る

し
、
そ
の
他
「
舗
席
」「
夜
市
」
の
小
老
板
の
う
ち
、
五
人
が
「
官
人
」

と
呼
ば
れ
て
い
る（

26
）。『
武
林
旧
事
』
に
い
う
「
唱
賺
」
で
あ
る
「
梅
四
」

は
、
あ
る
い
は
『
雲
煙
過
眼
録
』
中
の
「
梅
四
官
人
」
で
あ
ろ
う
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
林
杲
と
梅
四
官
人
は
琴
作
り
の
外
に
、
別
の
生
計
手
段

を
持
っ
て
い
た
。

　

彼
ら
の
ひ
と
つ
後
の
世
代
、
厳
古
清
、
林
石
橋
は
宋
元
の
間
に
ま
た
が

っ
て
い
る
。
鄧
文
原
「
銭
塘
厳
処
士
墓
碣
」
は
「
宋
の
内
臣
に
処
士
の
琴

を
以
て
上
進
す
る
者
有
り
て
、
理
宗
之
を
官
に
欲
す
る
も
、
卒
に
辞
し
て

が
、
こ
れ
は
宋
の
理
宗
の
紹
定
四
年
か
ら
元
の
武
宗
の
至
大
元
年
の
こ
と

で
、
西
暦
で
い
え
ば
一
二
三
一
年
か
ら
一
三
〇
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
彼
は
周
密
（
一
二
三
二
―
一
二
九
八
）
に
比
べ
る
と
一
歳
年

長
で
あ
り
、
ま
た
十
年
長
生
き
し
た
。

　

ま
た
、「
墓
碣
」
に
は
五
世
代
も
の
人
々
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
彼
ら
厳
振
、
厳
致
通
、
厳
庚
、
厳
恭
、
厳
与
敬
は
南
宋
初
年
か
ら
元

前
期
に
ま
で
渡
っ
て
い
る
。
そ
の
記
述
は
、
周
密
の
記
し
た
関
連
事
項
が

正
確
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
う
る
。「
梅
氏
を
娶
る
」
に
つ
い
て
は
、『
雲

煙
過
眼
録
』
中
に
「
梅
四
官
人
、
古
清
の
妻
父
」
と
あ
る
の
に
合
致
し
て

い
る
。「
大
父
致
通
」
は
、『
雲
煙
過
眼
録
』
中
の
「
近
世
に
厳
樽
あ
り
、

古
清
の
祖
な
り
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
致
通
」
は
ま
さ
に
厳
樽
の
「
字
」

で
あ
る
。
た
だ
し
、
元
末
の
陶
宗
儀
の
『
南
村
輟
耕
録
』
の
現
存
最
古
の

版
本
で
あ
る
、
明
代
の
成
化
十
年
（
一
四
七
一
）、
戴
珊
に
よ
る
元
刻
本

の
復
刻
で
は
「
厳
撙
」（22
）と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
名
と
字
と
の
意
味
上
の

関
連
か
ら
す
る
と
、
ど
う
や
ら
「
撙
」
の
方
が
正
し
い
は
ず
で
あ
る
。

　

厳
古
清
に
つ
い
て
は
ま
た
「
其
れ
斲
琴
は
世
の
習
い
と
雖
も
、
亦
た
天

巧
然
り
」
と
あ
る
。「
世
の
習
い
」
と
い
う
の
は
、「
墓
碣
」
の
他
に
『
雲

煙
過
眼
録
』
で
も
、
宋
元
交
代
期
に
お
け
る
琴
職
人
の
工
芸
伝
統
が
幾
代

に
も
継
承
さ
れ
て
い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
ひ

と
ま
ず
林
石
橋
と
厳
古
清
を
同
時
代
の
人
と
み
な
す
と
、
上
の
三
世
代
が

分
か
る
。「
古
清
の
祖
」
と
言
わ
れ
た
厳
樽
も
し
く
は
厳
撙
は
、
紹
興
以



言語社会　第 12号　　226

三
〇
二
）、
呉
興
は
趙
孟
頫
（
一
二
五
四
―
一
三
二
二
）、
巴
西
は
古
清
の

「
墓
碣
」
を
書
い
た
鄧
文
原
（
一
二
五
八
―
一
三
二
八
）
で
あ
る
。
虞
集

（
一
二
七
二
―
一
三
四
八
）
は
彼
ら
の
一
世
代
後
の
人
物
で
あ
る
。
こ
の

文
章
に
お
い
て
、「
大
徳
延
祐
の
間
」
と
い
う
よ
う
な
過
去
の
事
に
つ
い

て
の
言
い
回
し
は
、
す
で
に
長
い
時
が
経
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
お

り
、「
之
を
集
む
る
に
目
力
已
に
病
し
」
は
、
そ
れ
が
晩
年
に
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
虞
集
の
見
た
、
鮮
于
枢
が
「
厳
古

清
」
に
宛
て
て
書
い
た
い
く
つ
か
の
「
翰
墨
」
は
、
現
物
が
ど
こ
に
あ
る

の
か
は
も
う
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
跋
」
語
に
よ
る
と
、
そ
の

中
で
は
趙
孟
頫
、
鄧
文
原
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
一

文
で
四
人
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。「
厳
氏
の
琴
も
亦
た
道
を
見
称

す
」
に
言
う
「
厳
氏
」
あ
る
い
は
「
厳
処
士
」
は
、
厳
古
清
で
間
違
い
な

い
。
こ
の
よ
う
な
文
章
の
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
古
清
の
子
孫
が
虞
集

に
題
を
求
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
は
当
時
の
名
琴
工
と
士
大
夫
と
の
交
際
を
い
き
い
き
と

映
し
出
し
て
い
る
。
鮮
于
枢
は
至
元
十
九
年
（
一
二
八
二
）
に
杭
州
の
虎

林
で
困
学
斎
を
築
き
、
そ
こ
で
二
十
年
の
長
き
に
渡
っ
て
暮
ら
し
、
大
徳

六
年
（
一
三
〇
二
）
に
亡
く
な
っ
た
。
こ
の
間
、
彼
と
周
密
と
は
交
友
関

係
も
か
な
り
深
か
っ
た
。
趙
孟
頫
は
大
徳
三
年
（
一
二
九
九
）
時
点
で
江

浙
行
省
〔
元
代
の
行
政
区
分
〕
の
儒
学
校
に
お
い
て
提
挙
〔
職
官
名
〕
を

し
て
お
り
、
十
年
後
、
至
大
二
年
（
一
三
〇
二
）
に
離
任
し
て
い
る
。
鄧

受
け
ず
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
説
は
必
ず
し
も
す
べ
て
信
じ
て
よ
い
と

は
言
え
な
い
。
大
体
こ
の
種
の
文
章
は
当
事
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た

「
行
状
」
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
た
め
名
号
、
生
没
、
籍
貫
、
世
系
な

ど
は
引
証
し
得
る
が
、
そ
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
「
故
事
」
は
疑
い
を
免
れ

得
な
い
。
た
だ
し
、
古
清
は
理
宗
末
年
に
お
い
て
三
十
五
歳
で
あ
り
、
宋

の
滅
亡
時
は
五
十
歳
近
く
、
元
に
な
っ
た
後
も
お
よ
そ
三
十
年
生
き
て
い

る
。「
墓
碣
」
で
は
「
処
士
幼
き
よ
り
其
の
家
の
業
を
知
り
、
它
の
技
に

事
え
ず
、
老
い
て
益
精
敏
な
り
」
と
あ
り
、
宋
末
か
ら
元
初
の
間
ず
っ
と

琴
作
り
を
行
っ
て
お
り
、
理
宗
の
時
に
は
す
で
に
作
品
が
あ
り
、
晩
年
に

は
名
声
が
ま
す
ま
す
轟
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

虞
集
『
跋
鮮
于
伯
幾
与
厳
処
士
翰
墨
』
に
は
こ
う
あ
る
。

大
得
延
祐
の
間
、
漁
陽
、
呉
興
、
巴
西
は
翰
墨
一
代
を
擅
ほ
し
い
ま
まに
す
。
而

し
て
厳
氏
の
琴
も
亦
た
道
を
見
称
す
。
年
来
一
存
者
無
し
。
此
の
巻
を

得
れ
ば
、
則
ち
四
人
具
に
在
り
。
惜
し
い
か
な
之
を
集
む
る
に
目
力
已

に
病
し
、
其
の
波
磔
の
妙
に
窮
す
る
に
足
り
ず
、
徒
に
其
の
辞
を
諷
し
、

以
て
其
の
遺
音
雅
趣
を
湖
波
山
木
の
間
に
見
え
ん
と
想
う
な
り
。（27
）

　

こ
こ
で
は
「
翰
墨
一
代
を
擅
ほ
し
い
ま
まに
す
」
る
と
い
う
漁
陽
、
呉
興
、
巴
西

は
全
て
本
籍
を
人
名
の
代
わ
り
に
し
て
い
る
が
、
三
人
は
皆
す
な
わ
ち
元

初
に
お
け
る
高
名
な
人
物
で
あ
っ
た
。
漁
陽
は
鮮
于
枢
（
一
二
四
六
―
一
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居
す
る
」
と
あ
り
、
ま
た
周
密
『
癸
辛
雑
識
』
の
序
に
「
癸
辛
は
蓋
し
余

の
居
里
す
る
と
こ
ろ
云
々
」（29
）と
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
人
は
同
じ
道
沿
い

に
住
ん
で
い
た
。
書
き
ぶ
り
か
ら
推
測
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
彼
ら
は
親

し
い
間
柄
で
は
な
く
、
馬
大
夫
は
一
世
代
上
の
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
と
よ
り
、
杭
州
以
外
で
当
時
琴
作
り
を
し
て
い
た
人
が
い
な
か
っ
た

は
ず
も
な
い
。
周
密
の
記
し
た
も
の
に
は
、
見
聞
し
た
こ
と
と
い
う
限
界

が
あ
る
。
た
だ
、
南
宋
時
に
は
杭
州
に
都
が
置
か
れ
、
臨
安
と
呼
ば
れ
、

お
の
ず
と
人
や
文
化
の
集
中
す
る
繁
栄
の
地
と
な
っ
た
。
古
琴
に
つ
い
て

言
え
ば
、
琴
家
や
琴
匠
を
問
わ
ず
、
高
い
水
準
の
人
物
が
ほ
と
ん
ど
こ
こ

に
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

人
々
は
同
じ
城
内
に
住
み
、
大
部
分
は
親
族
で
、
祖
父
母
と
孫
、
妻
の
父

と
娘
婿
、
父
子
の
関
係
に
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
家
族
関
係
の
伝
承
に
よ
っ

て
、
工
芸
伝
統
は
必
然
的
に
最
大
限
維
持
さ
れ
て
い
た
。

　

徳
祐
二
年
、
同
時
に
景
炎
元
年
、
ま
た
至
元
十
三
年
に
も
あ
た
る
年

（
一
二
七
六
）
の
二
月
、
伯
顔
〔
バ
ヤ
ン
〕
の
兵
が
臨
安
に
到
る
と
、
南

宋
の
朝
廷
は
城
を
明
け
渡
し
、
投
降
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
人
徳
や
高
い
志

を
持
つ
人
々
は
憤
慨
し
た
が
、
城
内
の
市
民
が
壊
滅
的
な
被
害
を
免
れ
た

の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
杭
州
は
大
き
な
変
化
や
断
裂
に
遭
わ
ず
、

工
匠
の
伝
統
を
含
む
文
化
も
、
元
代
ま
で
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
を
よ
く
示
す
例
と
し
て
、
厳
古
清
一
人
の
作
品
を
と
っ
て
み
て
も
、

宋
で
も
元
で
も
、
王
朝
が
易
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
本
質
的
な
変
化
が
あ

文
原
は
至
元
二
七
年
（
一
二
九
〇
）
に
杭
州
路
〔
江
浙
等
処
行
中
書
省
に

は
三
〇
の
路
が
あ
っ
た
〕
の
儒
学
校
で
長
官
を
し
て
お
り
、
大
徳
二
年

（
一
二
九
八
）
に
離
任
し
て
い
る
。
至
大
三
年
（
一
三
一
〇
）
に
は
江
浙

行
省
の
儒
学
校
の
堤
挙
に
も
就
任
し
た
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
趙
孟
頫
の

職
務
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
、
三
年
後
の
皇
慶
元
年
（
一
三
一
二
）
に
離

任
し
て
い
る
。
厳
古
清
は
明
ら
か
に
彼
ら
と
交
友
関
係
が
あ
っ
た
。
彼
が

亡
く
な
っ
た
時
に
、
鮮
于
枢
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
。
趙
孟
頫
は
杭

州
で
勤
務
し
て
い
た
が
、
厳
の
家
族
が
営
葬
を
計
画
し
た
と
き
、
す
で
に

転
勤
し
て
お
り
、
そ
の
職
を
鄧
文
原
に
交
代
し
た
。
そ
の
た
め
、
鄧
に

「
墓
碣
」
を
書
く
よ
う
頼
ん
だ
の
で
あ
る
。
碣
文
中
に
「
葬
す
る
に
皇
慶

□
年
月
日
を
用
い
る
。
墓
は
□
山
の
原
に
在
り
て
」
と
欠
字
が
あ
る
の
は
、

ま
だ
埋
葬
さ
れ
て
い
な
く
、
鄧
文
原
も
そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
杭
州
を
離
れ
な

く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る（

28
）。

　

再
び
『
雲
煙
過
眼
録
』
に
戻
る
と
、
そ
こ
に
記
録
さ
れ
た
南
宋
の
琴
職

人
、
少
な
く
と
も
「
近
世
」
の
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
実
は
皆
杭
州
一
帯
で

琴
作
り
を
し
て
い
た
。
周
密
と
厳
古
清
、
林
石
橋
と
は
互
い
を
よ
く
知
っ

て
お
り
、
こ
の
二
者
の
父
祖
、
妻
父
も
幾
代
に
も
渡
っ
て
そ
の
よ
う
な
関

係
に
あ
っ
た
。
龔
老
応
奉
に
つ
い
て
は
、「
老
」
や
「
応
奉
」
と
称
さ
れ

て
い
て
、
世
代
が
上
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
も
し
か
す
る
と
宮
廷
官
府

の
琴
作
り
の
職
務
に
就
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
残
り
の
「
馬
大

夫
」
に
つ
い
て
は
、
更
に
問
題
は
簡
単
で
あ
る
。「
癸
辛
街
に
向
か
い
て
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っ
た
。
十
二
年
前
、
鄭
珉
中
先
生
の
『
故
宮
古
琴
』
編
纂
を
手
伝
っ
た
時
、

こ
の
琴
は
ち
ょ
う
ど
国
外
で
展
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
こ
れ
は
、
筆

者
が
当
時
唯
一
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
故
宮
の
古
琴
で
あ
る
。
こ
の

琴
に
関
し
て
は
、
ま
だ
先
生
に
手
掛
か
り
を
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
て
い
な
い
た
め
、
先
生
の
早
期
の
記
録
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
。
二
年

前
、
偶
然
の
縁
が
あ
っ
て
故
宮
の
地
下
倉
庫
で
見
る
機
会
を
得
た
。
総
じ

て
、
こ
の
琴
は
製
法
も
整
っ
て
い
て
、
水
準
も
比
較
的
高
く
、
南
宋
以
降

の
「
琴
は
薄
に
し
て
清
」
と
同
種
に
属
す
る
実
物
で
あ
る
。
琴
の
背
面
に

は
色
と
り
ど
り
で
美
し
い
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
乾
隆
十
年

（
一
七
四
五
）
の
時
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
刻
印
さ
れ

た
琴
器
は
、
故
宮
に
今
も
多
く
保
存
さ
れ
て
い
る
。「
清
藾
」
と
い
う
琴

名
も
ま
た
こ
れ
と
同
時
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
琴
池
内
の
右

側
に
は
楷
書
の
款
で
「
厳
恭
遠
製
」
の
四
字
が
刻
ま
れ
て
い
て（

31
）、
確
実

に
琴
が
作
成
さ
れ
た
時
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
厳
古
清
は
名
が
恭

で
字
が
子
安
で
あ
り
、
な
ら
ば
こ
の
「
厳
恭
遠
」
は
彼
の
も
う
一
つ
の
署

名
で
は
な
か
ろ
う
か
？
「
恭
遠
」
は
彼
の
も
う
一
つ
の
「
字
」
で
は
な

か
ろ
う
か
？

確
実
に
そ
う
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
ど
う
や
ら
完
全

に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
可
能
性
が
高
い
と
も
い
え
る
。

名
に
基
づ
い
て
字
を
つ
け
る
の
で
、「
ま
た
字
を
つ
け
る
」
と
い
う
状
況

も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
特
に
一
字
の
名
か
ら
そ
の
意
味
を
拡
大
す
る
の

は
、
字
を
つ
け
る
際
の
一
種
の
方
法
で
あ
る
。
有
名
な
所
で
は
、
李
白
の

る
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
広
げ
て
言
え
ば
、
南
宋
後
期
か
ら
元
代
前
期

に
至
る
古
琴
は
、
王
朝
が
交
替
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
顕
著
な
変
化
を
見

せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
鑑
定
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
宋
と
元
の
交
代
期
の

古
琴
は
、
そ
の
格
式
や
特
徴
が
一
致
し
て
い
る
。
信
頼
で
き
る
年
号
の
入

っ
た
腹
款
の
よ
う
な
直
接
的
な
証
拠
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
宋
の
も
の
か

元
の
も
の
か
を
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

周
密
の
言
う
「
近
世
」
に
つ
い
て
、
現
存
し
て
い
る
琴
器
の
実
物
は
あ

る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
琴
職
人
た
ち
を
、
今
す
べ
て
腹
款
に
対
応
さ
せ

て
証
明
す
る
の
は
難
し
い
。
昔
の
書
籍
か
ら
推
し
量
る
と
す
れ
ば
、
陸
心

源
『
穣
梨
館
過
眼
録
』
に
「
厳
禹
航
書
琴
述
巻
」
が
あ
る
。
こ
の
本
は
万

暦
丙
午
（
三
四
年
、
一
六
〇
六
）
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
戊
午

（
四
六
年
、
一
六
一
八
）
に
厳
禹
航
に
よ
っ
て
再
び
書
か
れ
て
い
る
。
本

の
末
尾
に
は
翌
年
己
未
（
四
七
年
、
一
六
一
九
）
の
厳
澂
と
陸
泰
徴
に
よ

る
題
記
が
あ
り
、
禹
航
の
求
め
に
応
じ
て
書
い
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い

る
。
三
人
は
と
も
に
虞
山
派
の
琴
家
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
陸
泰
徴
が

「
蓄
う
所
の
古
琴
三
あ
り
て
、
唐
宋
元
各
一
あ
り
」
と
し
て
、「
元
琴
名
だ

た
る
古
鯨
は
、
則
ち
大
徳
間
銭
塘
の
名
工
厳
古
清
の
手
に
よ
り
出
づ
る
者

な
り
」
と
記
し
て
い
る（

30
）。
こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
明
末
の
常
熟
に

は
厳
古
清
が
晩
年
に
作
っ
た
琴
器
が
ま
だ
残
っ
て
お
り
、
は
っ
き
り
と
元

代
の
年
号
の
腹
款
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

故
宮
の
「
清
藾
」
と
い
う
仲
尼
式
の
琴
は
、
清
朝
の
後
宮
の
旧
蔵
で
あ
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随
代　

趙
耴
利

唐
代　

雷
霄
、
雷
威
、
雷
珏
、
雷
文
、
雷
迅
、
郭
亮
（
諒
と
も
な
す
。
以
上

は
み
な
蜀
の
人
）、
沈
鐐
、
張
越
（
い
ず
れ
も
江
南
の
人
）、
金
儒
（
大
中
進
士
）、

僧
三
慧
大
師

宋
代　

蔡蟹

、
朱
仁
濟
、
衛
中
正
（
慶
暦
中
道
士
）、
趙
仁
濟
（
興
激
中
）、

馬
希
仁
、
馬
希
先
（
先
は
仙
と
も
な
す
、
崇
寧
中
）、
金
淵
（
紹
興
初
）、
金
公
路

（
金
道
の
こ
と
、
紹開

初
）、
陳
亨
道
（
髙
宗
朝
）、
厳
撙
、
馬
大
夫
、
梅
四
官
人
、

龔
老
（
応
奉
）、
林
杲
（
東
卿
）

元
代　

厳
古
清
（
備
、
字
は
子
安
、
撙
の
孫
、
梅
四
の
女
婿
）、
施
溪
雲
、
施
谷

雲
、
施
牧
州（

34
）

　

周
密
『
雲
煙
過
眼
録
』
の
「
古
今
琴
職
人
名
手
」
と
対
照
す
る
と
、
陶

宗
儀
は
隋
代
と
唐
代
で
人
を
加
え
て
い
る
。
北
宋
は
馬
希
亮
を
馬
希
先
に

し
た
ほ
か（

35
）、「
僧
智
仁
」
を
な
く
し
、「
趙
仁
濟
」
を
加
え
た
。
こ
の

「
趙
仁
濟
」、
な
く
し
た
「
僧
智
仁
」、
お
よ
び
唐
代
の
「
金
儒
」、「
僧
三

慧
大
師
」
は
、
い
ず
れ
も
『
雲
煙
過
眼
録
』
の
他
の
と
こ
ろ
に
出
て
く

る（
36
）。
南
宋
の
名
前
に
つ
い
て
は
、
完
全
に
同
じ
で
あ
る
。

　

元
代
で
加
え
た
部
分
に
は
、
四
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
厳
古
清

に
付
け
た
注
に
あ
る
「
撙
の
孫
、
梅
四
の
女
婿
」
も
、『
雲
煙
過
眼
録
』

に
も
と
づ
い
て
い
る
。「
備
、
字
は
子
安
」
は
、
お
そ
ら
く
彼
が
読
ん
だ

鄧
文
原
の
文
集
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
三
人
、「
施
溪
雲
、
施
谷
雲
、

字
が
太
白
で
あ
っ
た
り
、
最
近
で
は
胡
適
が
自
ら
名
を
適
に
改
め
た
上
で

字
を
適
之
と
し
た
り
し
て
い
る
。
も
し
「
厳
恭
遠
」
が
果
し
て
厳
恭
な
ら

ば
、「
清
藾
」
は
南
宋
末
の
若
い
頃
の
製
作
で
あ
ろ
う
。「
古
清
翁
」
と
い

う
の
は
、
明
末
の
陸
泰
徴
が
蔵
し
て
い
た
大
徳
年
間
の
「
古
鯨
」
の
腹
款

に
署
名
さ
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
達
し
た
後
の

号
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、「
古
鯨
」
が
現
世
に
現
れ
た
と
し
て
も
、「
清
藾
」

な
ど
の
現
存
の
琴
と
比
べ
て
、
そ
の
工
芸
的
な
特
徴
は
一
致
す
る
と
思
わ

れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
元
代
初
期
の
三
十
年
の
間
、
当
時

の
諸
家
が
製
作
す
る
古
琴
は
、
南
宋
末
期
の
諸
器
と
同
じ
時
期
の
も
の
と

み
な
せ
る
。

陶
宗
儀
『
南
村
輟
耕
録
』
に
記
載
さ
れ
る
施
姓
の
琴
職
人

　

周
密
『
雲
煙
過
眼
録
』
の
あ
と
、
歴
代
の
琴
職
人
の
名
前
を
系
統
的
に

記
し
た
も
の
に
、
陶
宗
儀
『
南
村
輟
耕
録
』
が
あ
る
。
書
物
の
前
に
「
至

正
丙
午
夏
六
月
、
江
陰
の
孫
が
大
雅
の
序
を
な
す
」
と
あ
る（

32
）。
そ
れ
は

至
正
二
六
年
（
一
三
六
六
）
で
あ
る
。
書
中
に
出
現
す
る
最
も
遅
い
年
号

は
、
そ
の
一
年
前
の
乙
巳
（
一
三
六
五
）
で
、
二
四
巻
の
「
木
氷
」
の
条

に
見
え
る（

33
）。
明
時
代
に
な
る
わ
ず
か
三
年
前
で
あ
っ
た
。
二
九
巻
に

「
琴
職
人
名
手
」
の
リ
ス
ト
が
あ
る
。
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と
を
示
し
て
い
る
。
銭
謙
益
『
列
朝
詩
集
』
に
は
「
劉
西
江
績
」
の
詩
が

選
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
小
伝
に
よ
る
と
、「
績
、
字
は
孟
煕
、
山
陰
の
人
。

…
…
家
は
西
江
の
草
堂
に
あ
り
、
人
は
西
江
先
生
と
称
す
」
と
い
う
。
そ

の
下
巻
に
は
「
忽
と
思
う
呉
客
の
四
条
の
弦
、
出
谷
す
る
新
鶯
洞
泉
で
咽

す
。
一
曲
酔
翁
何
処
で
聴
く
、
冬
青
樹
の
底
仏
堂
の
前
」
と
あ
る
「
月
夜

に
ひ
と
り
座
り
銭
唐
の
暹
師
房
を
懐
い
施
彦
昭
の
摘
阮
を
聴
く
」
が
収
め

ら
れ
て
い
る（

38
）。
ま
た
劉
仔
肩
『
雅
頌
正
音
』
に
は
陶
凱
「
琴
士
施
彦
昭

に
贈
る
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

君
見
ず
や
、
鳴
琴
賞
音
無
く
、
伯
牙
弦
を
絶
し
琴
を
破
す
。
又
見
ず
や
、

斵
琴
良
工
無
く
、
焦
琴
終
い
に
爨
下
桐
と
な
る
。
大
江
の
南
、
好
山
多

し
、
孤
桐
往
々
其
の
間
に
生
ず
。
武
林
城
中
百
万
の
家
、
斵
琴
は
施
氏

の
良
誇
る
に
足
る
。
あ
あ
施
氏
の
外
復
た
人
無
く
、
桐
樹
は
枯
れ
死
に

終
い
に
薪
と
な
る
。
今
人
の
好
尚
は
古
と
異
な
り
、
人
間
雅
琴
多
く
は

棄
置
す
。
雅
琴
は
苦
少
な
く
、
秦
琴
は
苦
多
し
、
あ
あ
施
君
い
か
ん
せ

ん（
39
）。

　

こ
こ
か
ら
見
て
取
れ
る
の
は
、
彦
昭
が
琴
を
ひ
け
て
、
琵
琶
（
摘
阮
）

も
ひ
け
て
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
上
に
琴
職
人
で
あ
り
、
武
林
城
中
の
百
万

の
家
の
な
か
で
、
琴
職
人
と
し
て
は
施
氏
の
良
さ
が
誇
る
べ
き
で
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
陶
凱
は
字
を
中
立
と
言
い
、
臨
海
の
人
で
、『
明
史
』
に

施
牧
州
」
は
、
こ
れ
ま
で
現
れ
た
こ
と
の
な
い
名
前
で
あ
っ
た
。
三
人
と

も
姓
が
施
で
あ
り
、
同
じ
一
族
で
は
な
い
か
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

渓
雲
と
谷
雲
は
お
な
じ
世
代
の
よ
う
で
、
牧
州
は
一
世
代
下
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
た
だ
こ
れ
以
上
の
考
証
は
難
し
い
。

　

し
か
し
施
牧
州
の
子
孫
に
つ
い
て
は
、
手
が
か
り
が
あ
る
。
劉
績
『
霏

雪
録
』
に
こ
う
あ
る
。

績
の
大
叔
父
、
広
信
教
授
府
君
、
琴
を
鼓
す
を
好
み
、
嘗
て
「
雅
友
」

琴
を
蓄
え
、
以
っ
て
自
ら
娯
し
む
。
府
君
卒
す
や
、
乱
に
因
り
、
人
間

を
流
落
す
。
銭
唐
の
施
彦
昭
、
牧
州
の
子
な
り
。
世
に
琴
を
知
る
を
以

っ
て
名
を
な
す
。
余
は
嘗
て
之
を
彦
昭
に
質
す
。
曰
く
、
実
の
良
材
な

り
、
今
は
呉
中
の
士
人
家
に
在
る
云
（々
37
）。

　

こ
こ
か
ら
、
施
牧
州
は
杭
州
の
人
で
、
そ
の
子
供
の
彦
昭
は
、
琴
を
知

る
こ
と
で
名
高
く
、
劉
績
に
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
劉
績
の
生
没

年
は
不
明
で
あ
る
。『
霏
雪
録
』
の
記
事
で
最
も
遅
い
も
の
は
永
楽
二
年

（
一
四
〇
四
）
で
あ
り
、
明
が
開
国
し
て
す
で
に
三
六
年
が
経
っ
て
い
る
。

お
お
よ
そ
元
代
か
ら
明
代
の
交
代
期
に
在
世
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に

書
か
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
混
乱
の
た
め
、
世
間
を
転
々
と
し
て
、
数

年
た
っ
た
あ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
記
述
の
「
嘗
て
質
し
た
」
の

回
憶
の
口
調
は
、
明
時
代
に
入
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ
の
出
来
事
で
あ
る
こ
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政
行
わ
れ
ず
、
諸
琴
瑟
を
辟
し
調
せ
ず
を
以
っ
て
、
更
化
を
以
っ
て
積

弊
を
去
り
和
気
を
召
せ
ん
と
欲
す
。
そ
の
言
や
有
味
な
り（

42
）。

　

宜
興
の
呉
景
春
は
名
人
の
墨
跡
を
一
巻
分
収
蔵
し
て
い
て
、
王
直
に
鑑

別
を
頼
ん
で
価
値
を
高
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
中
の
「
施
彦
昭
、
太
廟
楽

器
を
修
す
る
に
送
る
序
」
に
は
、
作
者
の
署
名
が
な
か
っ
た
。
王
直
は
文

中
の
「
啓
と
称
す
る
者
あ
り
」
を
も
と
に
し
て
、
高
侍
郎
季
迪
で
は
な
い

か
と
推
測
し
た
。
こ
こ
で
さ
ら
に
高
啓
の
『
鳬
藻
集
』
を
調
べ
る
と
、
た

し
か
に
「
銭
唐
の
施
輝
、
太
廟
楽
器
を
修
す
る
に
送
る
序
」
が
あ
っ
た
。

至
正
二
三
年
、
四
方
お
お
む
ね
平
ら
げ
、
大
藩
遠
夷
悉
く
職
貢
を
な
ら

う
。
天
子
た
だ
列
聖
を
以
っ
て
降
佑
し
、
用
克
し
て
そ
の
難
を
康
済
し
、

太
室
に
事
え
ん
と
す
る
。
以
っ
て
功
成
り
を
告
げ
、
以
っ
て
霊
貺
に
答

え
る
。
し
か
し
て
楽
器
故
に
弊
し
、
以
っ
て
神
を
格
し
和
を
召
す
こ
と

無
き
を
恐
る
。
乃
ち
春
官
某
に
命
じ
、
馳
せ
て
江
南
に
伝
え
、
善
工
を

求
め
之
を
修
製
せ
ん
と
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
銭
唐
の
施
輝
、
斵
琴
を

以
っ
て
詔
に
応
ず
。
昔
、
我
が
世
皇
は
命
を
受
け
、
既
に
海
宇
を
定
め
、

一
代
の
楽
を
肇
造
す
る
。
時
に
輝
の
祖
の
実
は
こ
れ
を
以
っ
て
芸
を
進

め
、
官
を
得
て
帰
る
。
今
、
輝
は
能
く
そ
の
業
を
世
え
、
中
興
の
運
に

際
し
、
復
た
宗
廟
の
間
に
用
い
る
。
こ
れ
嘉
す
可
き
。
…
…
故
に
そ
の

行
い
、
士
大
夫
は
咸
餞
し
て
詩
を
な
す
。
俾
啓
は
こ
の
た
め
に
序
を
な

伝
記
が
あ
る
。
洪
武
時
代
の
は
じ
め
に
『
元
史
』
を
編
纂
し
、
官
位
は
礼

部
尚
書
ま
で
の
ぼ
り
、
礼
楽
典
章
の
多
く
を
制
定
し
た
。
た
だ
朱
元
璋
の

時
代
で
は
、
だ
れ
も
良
い
死
に
方
は
望
め
な
か
っ
た
。
伝
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
は
、「
耐
久
道
人
」
と
自
称
し
た
た
め
朱
元
璋
に
嫌
悪
さ
れ
、
洪
武

八
年
（
一
三
七
五
）、
口
実
を
つ
け
ら
れ
殺
さ
れ
た（

40
）。
お
そ
ら
く
「
耐

久
」
が
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

ま
た
雷
礼
『
国
朝
列
卿
記
』「
国
初
礼
部
尚
書
事
跡
」
の
陶
凱
の
条
に
は
、

「
至
元
中
、
…
…
隠
居
し
て
教
授
し
、
杭
州
の
施
允
弘
の
家
塾
を
主
と
す

る
。
我
が
太
祖
、
は
じ
め
て
兵
を
起
こ
し
、
名
を
聞
き
て
凱
を
尋
ね
る
」

と
あ
り（

41
）、
至
元
の
と
き
杭
州
に
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
た
め
施
家

と
交
流
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

王
直
（
一
三
七
九
―
一
四
九
二
）
は
永
楽
二
年
に
進
士
に
な
り
、
洪
煕
、

宣
徳
、
正
統
、
景
泰
の
各
皇
帝
に
仕
え
、
天
順
年
間
に
逝
去
し
た
。
彼
の

『
抑
菴
文
後
集
』
七
巻
に
「
宜
興
呉
氏
翰
墨
序
」
が
あ
る
。

詩
文
あ
わ
せ
て
一
巻
、
凡
そ
二
九
通
。
前
元
よ
り
国
初
に
及
ぶ
諸
名
公

の
作
、
宜
興
の
呉
景
春
氏
の
輯
す
る
所
な
り
。
…
…
其
の
「
清
言
室

記
」
及
び
「
施
彦
昭
、
太
廟
楽
器
を
修
す
る
に
送
る
序
」
の
二
首
、
作

者
を
誰
と
な
す
か
知
ら
ず
。
其
の
中
に
啓
と
称
す
る
者
あ
り
。
あ
に
即

ち
後
詩
の
所
謂
青
邱
な
り
や
。
し
か
ら
ば
、
高
侍
郎
季
迪
な
り
。
た
だ

字
画
が
類
せ
ず
、
疑
う
可
き
の
み
。
…
…
「
施
彦
昭
に
送
る
」
は
、
為
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十
友
」
に
列
せ
ら
れ
る
唐
肅
に
、「
施
彦
昭
の
宗
廟
雅
器
を
修
す
る
に
送

る
」
が
あ
る
。

世
祖
の
開
基
の
日
、
先
臣
詔
に
応
じ
る
。
後
夔
は
摶
拊
を
聞
き
、
威
鳳

は
来
儀
を
見
る
。
帝
は
南
郊
の
享
を
格
し
、
神
は
太
廟
の
釐
を
頒
け
る
。

い
ま
曠
典
を
修
す
に
、
家
業
を
汝
能
く
追
う
。

　

詩
の
題
記
に
注
が
付
さ
れ
、「
元
初
の
祖
、
寔
が
こ
れ
を
作
る
」
と
あ

る（
45
）。
こ
れ
は
高
の
序
言
の
「
輝
の
祖
の
実
は
こ
れ
を
も
っ
て
芸
を
進

め
」
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
祖
父
の
名
は
「
寔
」
も
し
く
は
「
実
」
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
元
初
に
、
高
啓
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
世
皇
」、
唐

肅
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
世
祖
」、
す
な
わ
ち
フ
ビ
ラ
イ
の
招
集
に
応
え
て
、

宗
廟
の
楽
器
を
作
っ
た
。
元
末
に
朝
廷
が
修
繕
す
る
と
き
、
施
輝
が
再
び

招
集
さ
れ
る
の
は
、
道
理
の
し
か
ら
し
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く

北
上
す
る
と
き
蘇
州
を
通
り
、
高
、
唐
な
ど
の
詩
文
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

高
啓
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
能
く
そ
の
業
を
世
え
」、
唐
肅
の
い
う
と
こ
ろ

の
「
家
業
を
汝
能
く
追
う
」
は
、
た
し
か
に
阿
諛
で
は
な
か
っ
た
。
一
言

補
足
し
て
お
く
。
明
代
に
な
っ
た
初
期
、
高
啓
も
唐
肅
も
と
も
に
洪
武
の

詞
臣
と
な
っ
た
が
、
幾
年
も
せ
ず
、
と
も
に
小
さ
な
理
由
で
朱
元
璋
の
手

に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
。

　

陶
宗
儀
『
南
村
輟
耕
録
』
は
施
姓
の
琴
職
人
を
数
名
記
録
し
て
い
る
が
、

す（
43
）。

　

王
直
が
見
た
の
は
明
ら
か
に
こ
の
文
で
あ
る
。「
俾
啓
こ
の
た
め
に
序

を
な
す
」
か
ら
作
者
が
高
啓
で
あ
る
と
推
測
し
た
。
二
つ
の
篇
名
を
対
照

す
る
と
、
王
直
が
見
た
の
は
「
施
彦
昭
、
太
廟
楽
器
を
修
す
る
に
送
る

序
」
で
、
高
啓
の
文
集
で
は
「
銭
唐
の
施
輝
、
太
廟
楽
器
を
修
す
る
に
送

る
序
」
と
題
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
施
彦
昭
は
、
名
が
輝
で
、
字
が
彦

昭
で
あ
る
と
分
か
る
。

　

こ
の
文
章
は
至
正
二
三
年
（
一
三
六
三
）
に
書
か
れ
た
。
そ
の
時
、
天

下
は
大
乱
で
あ
っ
た
。
元
か
ら
明
に
変
革
す
る
ま
で
わ
ず
か
五
年
し
か
な

い
。「
四
方
お
お
む
ね
平
ら
げ
、
大
藩
遠
夷
悉
く
職
貢
を
な
ら
う
」
云
々

と
い
う
の
は
、
政
治
的
に
安
全
な
発
言
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
と
き

に
当
た
っ
て
、
朝
廷
が
工
匠
を
招
集
し
て
宗
廟
の
楽
器
を
修
繕
す
る
と
い

う
の
は
、
ま
こ
と
に
忙
中
の
余
裕
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
大
き
な
出
来
事
で
、

歴
史
書
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
。『
元
史
』
六
八
巻
志
第
十
九
礼
楽
二
に

「
二
三
年
、
忽
都
於
思
が
ま
た
奏
す
。
太
廟
の
楽
器
、
編
鐘
と
笙
匏
、
歳

久
し
く
壊
れ
、
音
律
協
せ
ず
。
編
鐘
を
補
鋳
す
る
も
の
八
一
、
律
を
合
わ

せ
る
も
の
五
十
、
笙
匏
を
作
る
も
の
三
四
」
と
あ
る（

44
）。

　

施
輝
彦
昭
が
北
上
し
、
参
加
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
「
笙
匏
を
作
る
も

の
三
四
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
て
も
名
誉
な
こ
と
で
、
高
啓
が
序
を
贈

っ
た
ほ
か
、「
士
大
夫
は
咸
餞
し
て
詩
を
な
し
た
」。
高
と
同
じ
く
「
北
郭
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て
い
な
い
の
は
、
不
思
議
で
あ
る
。
あ
る
い
は
周
密
は
宋
の
遺
民
で
あ
っ

た
の
で
、
施
氏
が
フ
ビ
ラ
イ
に
応
え
た
の
を
見
て
意
図
的
に
記
さ
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
不
明
で
あ
る
。
第
二
世
代
は
施
牧
州
で
、
彼
が

琴
を
作
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
元
中
期
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
第
三
世

代
は
施
輝
で
、
元
か
ら
明
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
っ
た
。

　

残
念
な
が
ら
、
元
の
時
代
の
前
後
に
わ
た
る
こ
の
重
要
な
琴
職
人
の
一

族
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
古
琴
の
な
か
で
、
彼
ら
の
制
作
し
た
実
物
は

発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

 

（
下
に
続
く
）

施
輝
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
知
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
の
書
物
は
至
正
二
六
年
（
一
三
六
六
）
に
完
成
し
た
。
そ
の
と

き
、
陶
宗
儀
は
松
江
の
華
亭
に
隠
居
し
て
数
年
に
わ
た
り
著
述
を
し
て
い

た
。
そ
れ
ゆ
え
三
年
前
、
す
な
わ
ち
至
正
二
三
年
（
一
三
六
三
）
の
施
輝

の
北
上
の
衝
撃
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
、
諸
家
が
記
す

施
輝
の
事
跡
に
よ
っ
て
、
元
代
の
施
姓
一
族
の
前
後
関
係
の
概
略
が
描
き

出
せ
る
。
第
一
世
代
は
施
実
も
し
く
は
施
寔
で
あ
る
。
陶
宗
儀
の
記
す
施

渓
雲
あ
る
い
は
施
谷
雲
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
元
初
に
フ
ビ

ラ
イ
の
招
集
に
応
じ
て
、
宗
廟
の
楽
器
を
作
っ
た
。
宋
か
ら
元
に
か
け
て
、

杭
州
で
著
名
な
琴
職
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
『
雲
煙
過
眼
録
』
に
記
さ
れ

（
1
）
鄭
珉
中
『
蠡
測
偶
録
集
』、
紫
禁
城
出
版
社　

二
〇

一
〇
年
。

（
2
）「
洞
天
清
録
一
巻
」、『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』、
巻
百

二
十
三
子
部
二
十
三
、
雑
家
類
七
、
商
務
印
書
館　

一
九
三
四
年
、
二
五
七
三
頁
。

（
3
）
趙
希
鵠
『
洞
天
清
録
集
』「
古
琴
辨
」、
清
の
乾
隆
愛

吾
盧
鈔
蔵
、
頁
無
し
。

（
4
）
鄭
珉
中
主
編
『
故
宮
古
琴
』
編
号
十
二
、
紫
禁
城
出

版
社　

二
〇
〇
六
年
。

（
5
）「
洞
天
清
録
一
巻
」、『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』、
巻
百

二
十
三
子
部
二
十
三
、
雑
家
類
七
、
二
五
七
三
頁
。

（
6
）
前
掲
『
洞
天
清
録
集
』「
古
今
石
刻
辨
」、
頁
無
し
。

（
7
）
乾
隆
『
諸
礁
県
志
』
巻
四
十
二
、
芸
文
七
「
碑
」
参

照
。
ま
た
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
に
、
趙
希
鵠
、

「
家
は
袁
州
」、
ま
た
の
名
を
孟
浪
と
あ
る
。
こ
の
碑

と
方
志
資
料
は
と
も
に
、
彼
が
両
浙
東
路
紹
興
府
諸

礁
県
の
人
で
あ
り
、
江
南
西
路
袁
州
宜
春
県
の
人
で

は
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

（
8
）
黄
雯
越
『
洞
天
清
録
集
校
勘
及
相
関
問
題
』
乙
編
二
、

中
国
美
術
学
院
修
士
論
文
、
二
〇
一
四
年
を
参
照
。

本
論
の
推
論
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
。
趙
希
鵠
の
生

涯
の
史
料
に
つ
い
て
は
ま
だ
合
致
し
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る
。
史
料
読
解
に
つ
い
て
は
、
中
国
人
民
大
学
国

学
院
の
諸
葛
憶
兵
氏
に
感
謝
す
る
。
残
さ
れ
た
資
料

が
少
な
い
の
で
、
分
析
は
ど
れ
も
確
定
で
き
な
い
。

し
か
し
本
論
文
と
の
関
連
が
あ
ま
り
強
く
な
い
の
で
、

こ
れ
以
上
は
つ
ぶ
さ
に
論
じ
な
い
。

註
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（
9
）「
范
村
梅
譜
一
巻
」、
前
掲
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』、

巻
百
十
五
子
部
二
十
五
、
雑
譜
類
、
二
四
一
六
頁
。

（
10
）
鄭
珉
中
「
両
宋
古
琴
浅
析
」、
前
掲
『
蠡
測
偶
録
集
』、

二
〇
六
頁
。

（
11
）
前
掲
『
洞
天
清
録
集
』「
古
琴
辨
」、
頁
無
し
。

（
12
）
楊
瑞
点
校
『
周
密
集
』
第
四
冊
、
浙
江
古
籍
出
版
社

二
〇
一
五
年
、
八
八
―
九
〇
頁
。

（
13
）「
雲
煙
過
眼
録
四
巻
続
録
一
巻
」、
前
掲
『
四
庫
全
書

総
目
提
要
』、
巻
百
二
十
三
子
部
二
十
三
、
雑
家
類

七
、
二
五
七
四
頁
。

（
14
）
夏
承
燾
『
周
草
窓
年
譜
』、
同
氏
『
唐
宋
詞
人
年
譜
』、

上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
七
九
年
、
三
六
二
頁
所
収
。

（
15
）
前
掲
『
周
密
集
』
第
四
冊
、
七
七
―
八
二
頁
。

（
16
）
前
掲
『
周
密
集
』
第
四
冊
、
七
六
頁
。

（
17
）
前
掲
『
周
密
集
』
第
四
冊
、
九
五
―
一
〇
〇
頁
。

（
18
）
前
掲
『
故
宮
古
琴
』、
編
号
七
。

（
19
）
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
北
京
大
学
中
文
系
張
渭
毅
氏

に
感
謝
す
る
。

（
20
）
い
わ
ゆ
る
「
樊
沢
上
氏
」
は
、
周
密
『
志
雅
堂
雑

録
』
巻
上
「
諸
玩
」
お
よ
び
明
代
の
多
く
の
記
録
で

考
察
さ
れ
て
お
り
、「
上
氏
」
は
「
卜
氏
」
の
誤
り

で
あ
る
と
知
れ
る
。
前
掲
『
周
密
集
』
第
四
冊
、
二

五
頁
。

（
21
）
鄧
文
原
『
巴
西
文
集
』、
伝
補
湘
校
・
本
、
葉
三
九

下
―
四
十
下
。
そ
の
跋
に
は
、「
戊
辰
（
一
九
二
八
）

五
月
十
一
日
、
李
礼
南
蔵
旧
写
本
に
依
り
て
勘
定

す
」
と
あ
る
。
葉
百
三
十
一
。

（
22
）
徐
永
明
、
楊
光
輝
整
理
『
陶
宗
儀
集
』
中
冊
、
浙
江

古
籍
出
版
社　

二
〇
一
四
年
、
六
九
四
頁
、
お
よ
び

六
九
九
頁
註
三
一
。『
南
村
輟
耕
録
』
成
化
本
は

『
四
部
叢
刊
三
編
』
に
影
印
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）
陸
友
『
墨
史
』、『
墨
記　

墨
経　

墨
史
』、
叢
書
集

成
初
編
本
、
商
務
印
書
館　

一
九
三
七
年
、
知
不
足

斎
叢
書
本
の
影
印
、
六
〇
頁
。
ま
た
、
周
密
『
志
雅

堂
雑
抄
』
巻
上
「
諸
玩
」
に
は
「
又
た
林
泉
東
卿
な

る
者
も
有
り
て
亦
た
能
く
墨
を
製
る
。」
と
あ
る
が
、

「
泉
」
は
伝
刻
上
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
前
掲
『
周
密

集
』
第
四
冊
、
二
二
頁
。

（
24
）
前
掲
『
周
密
集
』
第
二
冊
、
一
四
九
頁
。

（
25
）
前
掲
『
周
密
集
』
第
二
冊
、
一
四
六
―
一
六
二
頁
。

「
諸
色
伎
芸
人
」
下
に
は
「
棊
待
詔
」
金
四
官
人
、

「
書
会
」
李
大
官
人
、「
演
史
」
周
八
官
人
、
陳
三
官

人
、
鞏
八
官
人
、「
使
棒
」
高
三
官
人
、「
説
薬
」
喬

七
官
人
、「
捕
蛇
」
戴
官
人
と
あ
る
。

（
26
）
呉
自
牧
『
夢
梁
録
』、
清
の
乾
隆
知
不
足
斎
叢
書
本
、

巻
十
三
、
葉
四
―
十
、
巻
二
十
、
葉
八
―
十
一
。

「
鋪
席
」
に
張
官
人
、
伝
官
人
、
徐
官
人
、
李
官
人

と
あ
り
、「
夜
市
」
に
崔
官
人
と
あ
り
、「
妓
楽
」
に

宝
四
官
人
、
離
七
官
人
と
あ
る
。

（
27
）
虞
集
『
道
園
学
古
録
』
二
、
巻
十
、
叢
書
集
成
初
編

本
、
商
務
印
書
館　

一
九
三
七
年
、
一
八
八
頁
。

（
28
）
査
屛
球
が
日
本
で
編
ま
れ
た
厳
子
安
「
和
『
三
体
唐

詩
』
絶
句
」
百
六
十
一
首
か
ら
撰
ん
だ
『
日
本
蔵
南

宋
遺
民
詩
人
厳
子
安
「
和
唐
詩
」
輯
考
』
の
一
文
で

は
、
厳
恭
に
関
連
す
る
資
料
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
て
、

汪
元
量
に
類
す
る
南
宋
遺
民
詩
人
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
推
論
は
完
全
な
誤
り
で
あ
る
。
当
該
文

章
も
引
用
し
て
い
る
『
暁
風
集
』
の
「
大
明
朝
厳
子

安
有
り
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
否
定
で
き
る
証

拠
が
な
い
。
こ
の
「
厳
子
安
」
は
間
違
い
な
く
明
初

の
人
物
で
あ
り
、
厳
恭
で
あ
る
「
厳
子
安
」
と
は
関

係
が
な
い
。『
学
術
界
』
総
第
一
七
二
期
、
二
〇
一

二
年
九
月
。

（
29
）
前
掲
『
周
密
集
』
第
三
冊
、
一
頁
。
癸
辛
街
は
今
の

杭
州
仁
和
街
で
あ
る
。

（
30
）
陸
心
源
『
穣
梨
館
過
眼
録
』
巻
九
、
光
緒
十
七
年
呉

興
陸
氏
刻
本
、
葉
二
十
五
上
。

（
31
）
前
掲
『
故
宮
古
琴
』、
編
号
十
一
。

（
32
）
前
掲
『
陶
宗
儀
集
』
中
冊
、
一
七
七
頁
。

（
33
）
前
掲
『
陶
宗
儀
集
』
中
冊
、
五
九
六
頁
。

（
34
）
前
掲
『
陶
宗
儀
集
』
中
冊
、
六
九
四
頁
。

（
35
）
こ
こ
で
「
馬
希
先
」
と
あ
る
の
は
、
あ
る
い
は
鮮
于

枢
『
困
学
斎
雑
録
』「
京
師
名
琴
」
項
に
三
つ
例
が

あ
る
の
に
よ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
中
で
、

周
密
『
雲
煙
過
眼
録
』
に
記
さ
れ
る
腹
款
に
馬
希
仁

と
馬
希
亮
の
両
方
の
名
前
が
あ
る
琴
を
、
鮮
于
枢
は

い
ず
れ
も
「
馬
希
先
」
と
記
し
て
い
る
。
清
の
知
不

足
斎
叢
書
本
、
頁
無
し
。

（
36
）
前
掲
『
周
密
集
』
第
四
冊
、
九
三
―
九
五
頁
。
金
儒

は
「
趙
徳
潤
蔵
」
の
条
に
見
え
る
。「
高
彦
二
琴
を

敬
う
」
の
一
つ
で
あ
る
「
鳴
玉
」
に
「
唐
の
大
中
五

年
、
処
士
金
儒
が
作
る
」
と
款
が
あ
る
と
の
言
及
が

あ
る
。
陶
宗
儀
は
誤
っ
て
「
進
士
」
と
書
い
て
い
る
。

三
慧
大
師
は
「
廉
端
甫
所
蔵
」
の
条
に
見
え
、
そ
の

「
秋
籟
」
琴
を
記
し
て
い
る
。
僧
智
仁
、
趙
仁
濟
も

同
じ
条
に
見
え
る
。「
鮮
于
伯
機
が
唐
琴
を
収
め
た
」

も
の
に
、「
僧
智
仁
重
修
」
の
款
が
あ
る
。
ま
た

「
李
公
略
が
雷
威
百
衲
琴
を
収
め
た
」
も
の
に
、
太

平
興
国
七
年
「
趙
仁
濟
再
び
補
修
」
の
款
が
あ
る
。
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（
37
）
劉
績
『
霏
雪
録
』、
明
鈔
本
、
頁
無
し
。

（
38
）
銭
謙
益
『
列
朝
詩
集
』
乙
集
第
八
、
清
の
順
治
九
年

毛
氏
汲
古
閣
刻
本
、
葉
四
下
。

（
39
）
劉
仔
肩
『
雅
頌
正
音
』、
巻
二
、
明
の
洪
武
三
年
刻

本
、
葉
五
上
―
下
。

（
40
）『
明
史
』
第
一
三
冊
、
巻
百
三
十
六
列
伝
第
二
四
、

中
華
書
局　

一
九
七
四
年
、
三
九
三
四
―
三
九
三
五

頁
。

（
41
）
雷
礼
『
国
朝
列
卿
記
』、
巻
三
九
、
葉
八
下
。
台
湾

文
海
出
版
社　

一
九
八
八
年
、
明
の
万
暦
間
刊
本
の

影
印
、
二
四
六
〇
頁
。

（
42
）
王
直
『
西
昌
王
抑
菴
集
四
十
巻
』、「
明
別
集
叢
刊
」

第
一
輯
第
三
十
三
冊
、
巻
二
十
三
、
黄
山
書
社　

二

〇
一
三
年
、
清
の
同
治
六
年
王
啓
鑅
重
刻
本
の
影
印
、

葉
十
一
下
―
十
二
上
。

（
43
）
高
啓
『
青
邱
高
季
迪
先
生
鳧
藻
集
』、
巻
二
、
清
の

雍
正
金
檀
文
瑞
楼
刻
本
、
呉
梅
の
校
補
・
跋
、
葉
五

下
―
六
上
。

（
44
）『
元
史
』
第
六
冊
、
巻
六
八
志
第
十
九
礼
楽
二
、
中

華
書
局　

一
九
七
六
年
、
一
六
九
六
頁
。

（
45
）
唐
肅
『
丹
崖
集
八
巻
附
録
一
巻
』、「
明
別
集
叢
刊
」

第
一
輯
第
十
四
冊
、
黄
山
書
社　

二
〇
一
三
年
、
清

の
研
古
楼
抄
本
の
影
印
、
二
三
頁
。
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